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市政の課題に対する提言について 

下呂市議会は、下呂市議会基本条例に基づき、市民の負託に応えられる議会として、市民

の意見を反映した政策の立案や提言を積極的に取り組んでいくこととしています。 

今年度も７月に常任委員会ごとに管外視察を行うなど、市政の課題に係る調査研究を継続

し、その成果を提言としてまとめました。 

つきましては、下呂市第三次総合計画の基本計画や実施計画等に反映いただきたく、お取

り計らいくださいますようお願い申し上げます。 
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総務産業建設常任委員会

提 言 書

１．根拠に基づいた実のある防災・ 減災対策を～能登半島地震から学ぶ

昨年に引き続き、能登半島地震の被災地へ出向き、中でも特に被害の大きかっ

た石川県七尾市・ 輪島市の状況を現地のガイドの説明を受けながら管外視察をさ

せていただきました。そのガイドは発災当時、輪島市において旅館を経営されて

いた方で、当時の状況からその後の経過、行政の対応等、様々 な観点からつぶさ

に観察・ 記憶しておられ、同じ観光地として非常に参考になる話しを多く聞く こ

とができました。当委員会で持ち帰った情報を整理し、取捨選択して下呂市に

とって役立つと判断した事柄について提言としてまとめました。

また、被災地の現状を見るにつけ、同様の規模の災害が平日の昼間ではなく 、

夜間・ 休日に起きた場合の下呂市に思いを馳せた時に、各町村、各区内で道路が

寸断され、通信手段もままならない状況が容易に想像できます。通常の危機管理

体制は機能しません。そこにいる人たちだけで指揮所を立ち上げ、対応していか

なければならない状況に陥ります。このようなことを考えると、防災訓練の在り

方も見直していく必要があると判断し、提言に組み込みました。

【 １】 施設・ 資機材の充実を図ること

①避難所の整備拡充

・ 災害時には上下水道が使えなく なる可能性が高く 、トイレが大問題となる。

女性のプライバシー保護の観点からも各避難所にマンホールトイレを設置す

ること。

・ 体育館へのエアコンの導入については莫大な予算を要し、非常にハードルが

高い課題であることは認識しているが、昨今の異常な気温上昇を考えると、

災害時のみならず授業や行事等で使用するにあたり、ゆくゆくは整備せざる

を得ない状況になると思われるため、常に検討は進めていく こと。

②公用車のハイブリッド化の推進

・ 災害時は電気も使えなく なる可能性が高く 、電気自動車は充電ができない

ため、役に立たなく なってしまう。これに対してハイブリッド車は設備次

第で 1500W程度（ プリウス 1 台） の発電機と同様の役割を果たし、更に体

調の悪い方や高齢者の休息場所としても利用が可能で非常に有効と思われ

るため、公用車の更新時の判断基準に加えておく こと。
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【 ２】 ソフト面の充実を図ること

①井戸水・ 山水マップの作成

・ 上下水道が機能しなく なるため、利用できる井戸水・ 山水等の位置をあら

かじめ把握し、誰が見ても分かるように防災マップに落としておく こと。

②宿泊施設を避難所として利用するためのガイドラインの策定

・ 被災しなかった宿泊施設、比較的被害の少なかった宿泊施設を観光客等の

避難所として利用するためのガイドラインを作っておく こと。 （ 例えば、

避難所として利用する宿泊施設については優先してライフラインの復旧を

行う等）

【 ３】 緊急時の体制を整備強化しておく こと

① 災害協定の見直しおよび強化

・ 自助、共助の観点から、自分たちでできることをする機会を失することの

ないよう、建設資機材リース会社と災害協定を結んでおく こと。

・ キッチンカーの運営組合と災害協定を結んでおく こと。

・ 近隣市町・ 姉妹都市との災害協定の中に市営住宅等を仮設住宅として利用

できるような条文を盛り込んでおく こと。

② 防災訓練の内容の見直し

・ すべてを行政に頼るのではなく 、例えば非常食の備蓄は３日分等の具体的

な指針を多く盛り込むなど、市民の中に自助・ 共助の意識が醸成されるよ

うな訓練も行うこと。

・ 孤立した場合に特化した訓練を実施すること。（ 孤立した地域に住む市職員、

教職員のみで指揮所の立ち上げから避難所開設までの手順および地域住民へ

の周知の仕方についての確認等）

③ マンパワー不足を補うための協力体制の確認および強化

・ 周辺自治体との連携体制の確認および国・ 県への要請手順ならびに要請内

容を精査しておく こと。

・ ボランティア受け入れ体制を強化すること。

２．荒廃農地を増やさないためにより一層のきめ細やかな施策を

昨年度の当委員会の提言が「 小さな担い手支援事業」 の新設につながり、予

算規模としてはまだまだ小さいながらも市独自の農業支援施策として、今後の

当市の農地保全、荒廃農地減少に向けて光を当てていただいたことに改めて感

謝申し上げます。

さて、農地の集積・ 大規模化が進む中で、例えば条件の悪い遠く て狭い圃場
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は担い手に耕作を断られるといった新たな課題も見えてきております。下呂市

の農地をどのように守り、存続させていくのかは、非常に大きな問題であり一

朝一夕に解決できるものではありません。更に言えば、単に農地だけでなく 、

市が進めていこうとしているまちづく りにも大きく 関係する問題であると認識

していますが、今回は昨年に引き続き農地保全に対して、以下の２項目につい

て提言します。

【 １】 現場が抱える課題を正しく認識すること

①アンケート調査の実施・ 集計

・ 農業従事者に対して早急にアンケートを実施し、その結果を踏まえ、行政が

リーダーとなって個人就農者、集落営農組織、担い手等を召集した会議を開

催し、下呂市の農業と農地保全に関して情報を共有し、互いに補完し合える

部分を見定める機会を創出すること。

・ アンケートであがった各要望について、検討し事業化する価値のあるものに

ついては早急に進めること。

【 ２】 新たな事業を展開すること

①企業の参入を促す

・ 国、県の推進する事業を積極的に紹介し、就農における地元企業の参入を図

り、合わせて生産～加工～販売までの総合的な事業開拓支援を行うこと。

②山間部におけるモデル地域の設置

・ 山あいの悪条件の農地でモデル事業を実施すること。 （ 例えば、稲作とト

マト等の畑作物および畜産をミックスした就農等）

③更なる農地の集積を推進する

・ 農地が適切に管理運営できるようにするために、未実施の地域について地

元説明会を積極的に開催し、農地バンク（ 中間管理機構） への登録を促し、

集約化を進めること。
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